
連結計算書類の連結注記表
計算書類の個別注記表

法令及び当社定款第14条の規定に基づき、当社ホームページ
（https://www.rand.co.jp）に掲載することにより、株主の皆さ
まに提供しているものであります。なお、本記載事項は、監査役及
び会計監査人が監査報告を作成する際に行った監査の対象に含まれ
ております。

法 令 及 び 定 款 に 基 づ く
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

2021年度（2021年４月１日～2022年３月31日）

株式会社ランドコンピュータ



連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 １社
・主要な連結子会社の名称 株式会社インフリー

(2) 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
全ての連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
①　重要な資産の計上基準及び評価方法
ⅰ　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの 期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
ⅱ　棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法に
より算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
ⅰ　有形固定資産 定率法 (ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く) 並びに2016年

4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建　物　　　　　15～18年
　工具器具備品　　  3～15年
また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額固定資産につきましては、3年間で均
等償却する方法によっております。

ⅱ　無形固定資産 市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間
（3年）に基づく均等配分額のいずれか大きい額を償却しております。
自社利用目的のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基
づく定額法により償却しております。
商標権については、主に10年間の均等償却を行っております。
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③　引当金の計上基準
ⅰ　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計
上しております。

ⅱ　賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上してお
ります。

ⅲ　役員賞与引当金 役員賞与の支払に備えて、役員に対する賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計
上しております。

Ⅳ　株主優待引当金 株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌期において発生が見込まれる額を計
上しております。

Ⅴ　受注損失引当金 受注済案件のうち当事業年度末で将来の損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見
積もることができるものについて、損失見込額を計上しております。

④　収益及び費用の計上基準
当社グループは、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益

認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、約
束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金
額で収益を認識しております。

当社グループはシステムソリューションサービス（システムインテグレーション・サービス、インフラソリ
ューション・サービス、パッケージベースSI・サービス）及びこれらの付随業務を提供しており、顧客との契
約から生じる収益の主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

ⅰ　請負開発
当社グループにおいてはソフトウェアの請負開発の履行義務があります。請負開発につきましては、サ

ービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、サービスを顧客に移転する履行義務の
充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度は、その進
捗度を合理的に見積ることができる場合、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出して
おります。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回
収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、ごく短期な請負開発
については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
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ⅱ　保守・運用
当社グループにおいてはソフトウェアの保守・運用の履行義務があります。保守・運用については、日

常的又は反復的なサービスであり、契約に基づき顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義
務が充足されると判断しているため、役務を提供する期間にわたり定額で収益を認識しております。

なお、取引の対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しているため、重大な金融要素は含んで
おりません。

⑤　退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、退職給付に係る負

債を計上しております。
退職給付に係る負債及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
ⅰ　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。

ⅱ　数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3年）にわた

り、それぞれ発生の翌期から費用処理しております。

⑥　のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却に関しては、5年間の均等償却を行っております。
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２. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、請負開発につきましては、サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、
サービスを顧客に移転する履行義務の充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、
履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出してお
ります。また，履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが，発生する費用を回収するこ
とが見込まれる場合は，原価回収基準にて収益を認識しております。なお、ごく短期な請負開発については完全
に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当連結会計年度の売上高は7,954千円増加し、売上原価は7,954千円それぞれ増加しております
が、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期残高
に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる連結計算書類への影響はあ
りません。
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（単位：千円）
システムインテグ
レーション・サー

ビス

インフラソリュー
ション・サービス

パッケージベース
SI・サービス 合計

外部顧客への売上高 5,613,352 1,312,137 2,670,950 9,596,440

（単位：千円）
当事業年度

期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権 2,209,430 2,294,391
契約資産 111,773 134,086
契約負債 90,494 62,836

３. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

売上高はすべて顧客との契約から生じたものであり、売上収益分解は次のとおりであります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎情報
「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4)会計方針に関する事項　④ 収益及び

費用の計上基準」に記載のとおりです。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年
度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
する情報

①　契約資産及び契約負債の残高等

　　当連結会計年度に認識した収益のうち、当連結会計年度期首の契約負債に含まれていた金額は90,494千円
であります。

②　残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初予想される契約期間が1年を超える

重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
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４. 会計上の見積りに関する注記
(1) 一定期間にわたり認識する売上
①　当事業年度の連結計算書類に計上した金額

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4)会計方針に関する事項④収益及び
費用の計上基準に記載の通り、ソフトウェアの請負開発契約のうちサービスに対する支配が顧客に一定期間に
わたり移転する場合には、サービスを顧客に移転する履行義務の充足するにつれて、一定の期間にわたり収益
を認識しており、そのうち当事業年度末時点において進行中の請負開発契約に係る売上高は113,943千円であ
ります。

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算出

しております。見積総原価については請負開発案件それぞれが業種の特性や顧客の仕様要望等により異なるた
め、その後の工数の変動等により見積総原価が見直された場合には翌事業年度の損益に影響を与える可能性が
あります。

(2) 受注損失引当金
①　当事業年度の連結計算書類に計上した金額

当事業年度における受注損失引当金は68,000千円であります。

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4)会計基準に関する事項③引当金の

計上基準に記載の通り、受注済案件のうち当事業年度末で将来の損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に
見積もることができるものについて、損失見込額を計上しております。受注損失は請負開発案件の進捗に伴い
当初想定されていなかった追加工数等を要因として損失が見込まれる場合に計上されるものであり、その要因
は請負開発案件の仕様や進捗度合い等に応じて異なるため、その後、設計変更や追加工数が変動した場合には
翌事業年度の損益に影響を与える可能性があります。
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(千円)
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 260,670

(3) 取締役、監査役に対する金銭債権及び金銭債務 (千円)
長期未払金 100,000

普通株式 8,980,650株

普通株式 4,317株

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
(千円)

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2021年 5 月12日
取 締 役 会 普通株式 77,828 13 2021年 ３ 月31日 2021年 ６ 月４日

2021年11月12日
取 締 役 会 普通株式 89,802 15 2021年９月30日 2021年11月30日

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年５月13日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 161,573 18 2022年３月31日 2022年６月７日

５. 連結貸借対照表に関する注記

(2) 顧客との契約から生じた債権および契約資産の残高
「3.収益認識に関する注記(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フロ

ーとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報」に記載しております。

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び総数

(3) 配当に関する事項
①　配当金支払額

（注）2021年10月1日付で普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり配当額」
につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

① 投資有価証券
　　　その他有価証券 150,156 150,156 －

７. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
①　金融商品に対する取組方針

当社は資産運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等金融機関からの借入
による方針としております。
②　金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

売掛金に係る顧客の信用リスクは、プロジェクト総合管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理
を行うとともに、主な取引先の信用状況を年度ごとに把握する体制とし、リスク低減を図っております。

また、投資有価証券は主に業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております
が、四半期ごとに時価の把握を行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差異については、次のとおりでありま

す。
（単位：千円）

（※）「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」および「買掛金」については、短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また「有価証券」は現金と同様の性格を有する合
同運用指定金銭信託であり、すべて短期であるため、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し
ております。
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時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券
　　株式

150,156 － － 150,156

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルで

分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時

価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
(1) 投資有価証券

上場会社は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。

9



(1) １株当たりの純資産額 486円46銭
(2) １株当たりの当期純利益 69円85銭

８. １株当たり情報に関する注記

９. 重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）

当社は、2022年３月23日開催の取締役会において、株式会社NESCO SUPER SOLUTIONの株式を取得し、
子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し2022年４月１日付で株式を取得いたしました。

(1) 企業結合の概要
①　被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社NESCO SUPER SOLUTION
事業の内容 パッケージシステム開発、販売業

②　企業結合を行った主な理由
当社のさらなる事業成長の実現を目的として、ビジネスイノベーション事業本部で展開している「Super 

Stream」等の会計パッケージの導入支援・アドオン開発・保守と、同社が展開する会計パッケージシステム
の開発・保守について、当社の成長戦略の柱となるパッケージベースSIに融合することで、より付加価値の高
い次世代サービスの提供に寄与することによるシナジー効果が期待できることから、株式を取得しました。

③　企業結合日
2022年４月１日

④　企業結合の法的形式
株式取得

⑤　結合後企業の名称
変更はありません。

⑥　取得した議決権比率
95.7％

⑦　取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として、当該株式を取得することによります。
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取得の対価 現金 840,005千円
取得原価 840,005千円

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 60,979千円

(4) 発生予定のれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れる予定の資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。

10. 企業結合に関する注記
(1) 企業結合の概要
①　被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　株式会社インフリー
事業の内容　　　　　SAP導入コンサルティング・Add-ON開発、WEBシステム開発

②　企業結合を行った主な理由
当社のさらなる事業成長の実現を目的として、当社におけるDX成長戦略の柱となるパッケージベースSI・

サービスに、株式会社インフリーが持つSAP関連のノウハウを当社のパッケージベースSIに融合することで、
より付加価値の高い次世代サービスの提供に寄与することによるシナジー効果が期待できることから、株式を
取得しました。
③　企業結合日

2021年４月１日
④　企業結合の法的形式

株式取得
⑤　結合後企業の名称

変更はありません。
⑥　取得した議決権比率

100％
⑦　取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として、当該株式を取得することによります。
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取得の対価 現金 200,000千円
取得原価 200,000千円

流動資産 88,578 千円
固定資産 16,616
資産合計 105,195
流動負債 48,059
固定負債 －
負債合計 48,059

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等　　　　　　12,575千円

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①　発生したのれんの金額

142,864千円
②　発生原因

今後の事業展開によって期待される、超過収益力から発生したものであります。
③　償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

11. その他の注記
該当事項はありません。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項
(1) 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの 期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 定率法 (ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く) 並びに

2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建　物　　　　　15～18年
　工具器具備品　　  3～15年
また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額固定資産につきましては、3年間
で均等償却する方法によっております。

②　無形固定資産 市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効
期間（3年）に基づく均等配分額のいずれか大きい額を償却しております。
自社利用目的のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）
に基づく定額法により償却しております。
商標権については、主に10年間の均等償却を行っております。

(3) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上し
ております。

③　役員賞与引当金 役員賞与の支払に備えて、役員に対する賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額
を計上しております。

④　株主優待引当金 株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌期において発生が見込まれる額
を計上しております。
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⑤　受注損失引当金 受注済案件のうち当事業年度末で将来の損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的
に見積もることができるものについて、損失見込額を計上しております。

⑥　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基
づき計上しております。
①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（3年）にわたり、それぞれ発生の翌期から費用処理しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
ソフトウェアの請負開発契約に係る収益の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、約束した財
又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識しております。

当社はシステムソリューションサービス（システムインテグレーション・サービス、インフラソリューショ
ン・サービス、パッケージベースSI・サービス）及びこれらの付随業務を提供しており、顧客との契約から生
じる収益の主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

①　請負開発
当社においてはソフトウェアの請負開発の履行義務があります。請負開発につきましては、サービスに対す

る支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、サービスを顧客に移転する履行義務の充足するにつれて
一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度は、その進捗度を合理的に見積る
ことができる場合、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。また、履行義務
の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合
は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、ごく短期な請負開発については完全に履行義務を充足
した時点で収益を認識しております。
②　保守・運用

当社においてはソフトウェアの保守・運用の履行義務があります。保守・運用については、日常的又は反復
的なサービスであり、契約に基づき顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると
判断しているため、役務を提供する期間にわたり定額で収益を認識しております。

なお、取引の対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しているため、重大な金融要素は含んでおり
ません。
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２. 会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、請負開発につきましては、サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、
サービスを顧客に移転する履行義務の充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、
履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出してお
ります。また，履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価を合理的に見積もることができない
が，発生する費用を回収することが見込まれる場合は，原価回収基準にて収益を認識しております。なお、ごく
短期な請負開発については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の
利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当事業年度の売上高は7,954千円増加し、売上原価は7,954千円それぞれ増加しておりますが、営
業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影
響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業
会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる計算書類への影響はありません。

３. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　３．収益認識に関する

注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。
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４. 会計上の見積りに関する注記
(1) 一定期間にわたり認識する売上
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

「1.重要な会計方針に係る事項(4)収益及び費用の計上基準」に記載の通り、ソフトウェアの請負開発契約
のうちサービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、サービスを顧客に移転する履行義
務の充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しており、そのうち当事業年度末時点において進行中
の請負開発契約に係る売上高は113,943千円であります。

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算出

しております。見積総原価については請負開発案件それぞれが業種の特性や顧客の仕様要望等により異なるた
め、その後の工数の変動等により見積総原価が見直された場合には翌事業年度の損益に影響を与える可能性が
あります。

(2) 受注損失引当金
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度における受注損失引当金は68,000千円であります。

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
「1.重要な会計方針に係る事項(3)引当金の計上基準」に記載の通り、受注済案件のうち当事業年度末で将

来の損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができるものについて、損失見込額を計上して
おります。受注損失は請負開発案件の進捗に伴い当初想定されていなかった追加工数等を要因として損失が見
込まれる場合に計上されるものであり、その要因は請負開発案件の仕様や進捗度合い等に応じて異なるため、
その後、設計変更や追加工数が変動した場合には翌事業年度の損益に影響を与える可能性があります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 260,365千円

短期金銭債権 356千円
短期金銭債務 2,690千円

長期未払金 100,000千円

仕入高 14,085千円

普通株式 4,317株

５. 貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(3) 取締役、監査役に対する金銭債権及び金銭債務

６. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高

７. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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繰延税金資産 (千円)
賞与引当金 111,491
未払事業税 17,926
未払事業所税 2,680
未払法定福利費 17,002
受注損失引当金 20,808
退職給付引当金 121,609
長期未払金 30,600
その他 21,093
繰延税金資産小計 343,212
評価性引当額 △51,066
繰延税金資産合計 292,146

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 26,073
繰延税金負債合計 26,073

繰延税金資産の純額 266,072

1株当たり純資産額 488円92銭
1株当たり当期純利益 71円49銭

８. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

９. 一株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）

連結注記表「9.重要な後発事象に関する注記（取得による企業結合）」に同一の内容を記載しているため、注
記を省略しております。

11. その他の注記
該当事項はありません。
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